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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動源が発生する駆動力によって走行し、ステアリングホイールの操作によって進行方
向が変更される車両に用いられる制御装置であって、
　前記ステアリングホイールに加えられた操舵トルクを検出するためのトルクセンサと、
　所定の自動停止条件が成立したことに応答して、前記駆動源を自動停止させる自動停止
手段と、
　前記トルクセンサによって検出される操舵トルクが所定の第１トルク閾値以上である場
合に、前記自動停止手段による前記駆動源の自動停止を禁止する禁止手段と、
　前記トルクセンサによって検出される操舵トルクが所定の第２トルク閾値未満である状
態が所定の継続時間にわたって継続した場合に、前記禁止手段による自動停止の禁止を解
除する禁止解除手段と、
　前記トルクセンサによって検出される操舵トルクが前記第２トルク閾値未満に低下した
時点から遡った所定時間内に前記トルクセンサによって検出された操舵トルクに基づいて
、前記継続時間を設定する継続時間設定手段とを含み、
　前記継続時間設定手段は、前記所定時間内の操舵トルクの値が大きいほど前記継続時間
を長い時間に設定する、車両用制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、車両用制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、エンジンの駆動中に所定の自動停止条件が成立したことに応答して、エンジンが
自動的に停止され、その後に所定の再始動条件が成立したことに応答して、エンジンが自
動的に再始動される機能を有する自動車、いわゆるアイドルストップ車が提供されている
。アイドルストップ車では、信号待ちなどで車両が停止しているときに、エンジンが停止
されることにより、燃料の無駄な消費を抑えることができる。
【０００３】
　ところが、交差点での右左折待ちで車両が停止しているときには、右左折可能な状況に
なれば、車両を速やかに発進させる必要があるので、エンジンが自動的に停止されないこ
とが望ましい。
【０００４】
　そこで、車両停止中のステアリングの舵角が所定角度以上である場合には、エンジンの
自動的な停止（アイドルストップ）がキャンセルされるようにしたシステムが提案されて
いる。これにより、交差点での右左折待ちで車両が停止しているときに、アイドルストッ
プがキャンセルされるので、右左折可能な状況になったときに、車両を速やかに発進させ
て右左折を完了させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－６１１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ステアリングの舵角を検出するためには、舵角センサが必要となる。そのため、舵角セ
ンサを備えていない車両では、前述の提案に係るシステムを採用する場合、舵角センサを
追加して設けなければならない。
【０００７】
　本発明の目的は、舵角センサを用いずに、駆動源の自動停止が望ましくない状況下にお
ける駆動源の自動停止を防止できる、車両用制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記の目的を達成するため、本発明に係る車両用制御装置は、駆動源が発生する駆動力
によって走行し、ステアリングホイールの操作によって進行方向が変更される車両に用い
られる制御装置であって、ステアリングホイールに加えられた操舵トルクを検出するため
のトルクセンサと、所定の自動停止条件が成立したことに応答して、駆動源を自動停止さ
せる自動停止手段と、トルクセンサによって検出される操舵トルクが所定の第１トルク閾
値以上である場合に、自動停止手段による駆動源の自動停止を禁止する禁止手段と、トル
クセンサによって検出される操舵トルクが所定の第２トルク閾値未満である状態が所定の
継続時間にわたって継続した場合に、禁止手段による自動停止の禁止を解除する禁止解除
手段とを含む。
【０００９】
　この構成によれば、所定の自動停止条件が成立すると、駆動源が自動停止される。たと
えば、車両が交差点の手前で直進横断待ちのために停止しているときに、自動停止条件が
成立し、駆動源が自動停止（アイドルストップ）されることにより、燃料の無駄な消費を
抑えることによる燃費の向上を図ることができる。
【００１０】
　トルクセンサにより、ステアリングホイールに加えられた操舵トルクが検出される。ト
ルクセンサによって検出される操舵トルクが所定の第１トルク閾値以上である場合に、駆
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動源の自動停止が禁止される。たとえば、交差点における右左折待ちのための停車は、車
両の即時発進が要求される状況での停車である。車両が交差点で右左折待ちのために停止
しているときには、ステアリングホイールが左右一方に切り込まれ、その状態を保持する
ために、そのステアリングホイールに第１トルク閾値以上の操舵トルクが加えられること
が多い。このとき、駆動源の自動停止が禁止されることにより、右左折可能な状況になっ
たときに、車両を速やかに発進させて右左折を完了させることができる。
【００１１】
　しかしながら、たとえば、車両が右折する交差点の手前に右折レーンが設けられている
場合、車両が交差点での右折の体勢に入る際に、自動停止条件が成立していない状態で、
ステアリングホイールが中立位置から右方向に操作されて、車両が右折レーンに進入した
後、ステアリングホイールが中立位置に戻されて、その後に自動停止条件が成立すること
がある。この場合、自動停止条件が成立した時点で、ステアリングホイールに第１トルク
閾値以上の操舵トルクが加えられていないため、駆動源の自動停止が禁止されず、駆動源
が自動停止されてしまう。また、駐車場内での車両の低速直進走行時には、ステアリング
ホイールに第１トルク閾値以上の操舵トルクが加えられていない状態で、自動停止条件が
成立し、駆動源の自動停止が禁止されず、駆動源が自動停止されることがある。
【００１２】
　そこで、駆動源の自動停止が禁止されている状態で、トルクセンサによって検出される
操舵トルクが所定の第２トルク閾値未満に低下した場合に、その自動停止の禁止が直ちに
は解除されず、操舵トルクが第２トルク閾値未満である状態が所定の継続時間にわたって
継続した後、自動停止の禁止が解除される。これにより、交差点での右左折前や駐車場内
での走行中など、駆動源の自動停止が望ましくない状況下における駆動源の自動停止を防
止することができる。
【００１３】
　そして、駆動源の自動停止が望ましくない状況下における駆動源の自動停止を防止する
ために、舵角センサを必要としないので、舵角センサを追加して設けることによるコスト
アップを回避することができる。
【００１４】
　たとえば、電動パワーステアリング装置を備える車両には、通常、ステアリングホイー
ルに加えられた操舵トルクを検出するためのトルクセンサが装備されているので、このト
ルクセンサを利用して、駆動源の自動停止が望ましくない状況下における駆動源の自動停
止を防止することができる。よって、電動パワーステアリング装置を備える車両では、コ
ストの低減効果をより顕著に発揮することができる。
【００１５】
　車両用制御装置は、トルクセンサによって検出される操舵トルクが第２トルク閾値未満
に低下した時点から遡った所定時間内にトルクセンサによって検出された操舵トルクに基
づいて、継続時間を設定する継続時間設定手段をさらに含み、継続時間設定手段は、所定
時間内の操舵トルクの値が大きいほど継続時間を長い時間に設定してもよい。
【００１６】
　この構成によれば、操舵トルクが第２トルク閾値未満に低下してから駆動源の自動停止
の禁止が解除されるまでの継続時間をステアリングホイールの操作状況に応じた適切な時
間に設定することができる。これにより、たとえば、修正操舵などの小操舵時には、継続
時間が短い時間に設定されるので、駆動源の自動停止が必要以上に禁止されることを防止
できる。一方、ステアリングホイールの積極的な操作による操舵時には、継続時間が長い
時間に設定されるので、駆動源の自動停止が望ましくない状況下における駆動源の自動停
止を防止することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、舵角センサを用いずに、交差点での右左折前や駐車場内での走行中な
ど、駆動源の自動停止が望ましくない状況下における駆動源の自動停止を防止することが
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できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る車両用制御装置が適用された車両の構成を示
すブロック図である。
【図２】図２は、アイドルストップ制御の流れを示すフローチャートである。
【図３】図３は、ＩＤＳ禁止フラグ設定処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】図４は、操舵トルクおよびＩＤＳ禁止フラグの状態の変化の一例を示す図である
。
【図５】図５は、ディレイ時間設定処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】図６は、操舵トルクとディレイ時間との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下では、本発明の実施の形態について、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態に係る車両用制御装置が適用された車両の構成を示すブロ
ック図である。
【００２１】
　アイドルストップ車１は、エンジン２を駆動源とする自動車である。アイドルストップ
車１は、アイドルストップ機能を有している。アイドルストップ機能は、エンジン２の駆
動中の所定の自動停止条件の成立に応答して、エンジン２が停止（アイドルストップ）さ
れ、その後の所定の再始動条件の成立に応答して、アイドルストップ状態が解除されて、
エンジン２が再始動される機能である。
【００２２】
　エンジン２の出力は、トルクコンバータ３および無段変速機（ＣＶＴ：Continuously
Variable Transmission）４を介して、アイドルストップ車１の駆動輪に伝達される。
【００２３】
　エンジン２に付随して、スタータ（始動用モータ）５が設けられている。停止状態のエ
ンジン２は、スタータ５によるクランキング後に始動する。
【００２４】
　エンジン２に関連して、オルタネータ６が設けられている。
【００２５】
　オルタネータ６の回転軸（ロータ）には、エンジン２の出力軸の回転が伝達される。オ
ルタネータ６の回転軸が回転すると、その回転が電力に変換されて、オルタネータ６から
電力が出力される。
【００２６】
　アイドルストップ車１には、電動パワーステアリング装置（ＥＰＳ：Electric
Power Steering）７が搭載されている。
【００２７】
　電動パワーステアリング装置７には、モータ８が備えられている。モータ８の駆動力が
ステアリング機構９に伝達されることにより、ステアリング機構９に含まれるステアリン
グホイールの操作が補助される。
【００２８】
　また、アイドルストップ車１には、ＡＢＳ（Antilock Brake System）制御のためのＡ
ＢＳアクチュエータ１０が設けられている。ＡＢＳアクチュエータ１０には、各車輪のブ
レーキに設けられたホイールシリンダの液圧を制御するためのバルブやブレーキフルード
をマスタシリンダに戻すためのポンプなどが内蔵されている。マスタシリンダからＡＢＳ
アクチュエータ１０に伝達された液圧は、各ホイールシリンダに分配されて伝達される。
そして、ホイールシリンダの液圧により、車輪に制動力が付与される。
【００２９】
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　アイドルストップ車１にはさらに、バッテリ１１が備えられている。
【００３０】
　バッテリ１１は、オルタネータ６から出力される電力によって充電される。バッテリ１
１には、スタータ５および電動パワーステアリング装置７のモータ８などが電気的に接続
されている。スタータ５およびモータ８には、バッテリ１１から駆動電力が供給される。
バッテリ１１からスタータ５への給電経路上には、リレー１２が介装されている。
【００３１】
　また、アイドルストップ車１には、ＣＰＵおよびメモリを含む構成の複数のＥＣＵ（電
子制御ユニット）が備えられている。ＥＣＵには、エンジンＥＣＵ２１、ＣＶＴＥＣＵ２
２、ＡＢＳＥＣＵ２３、ＥＰＳＥＣＵ２４およびアイドルストップＥＣＵ２５が含まれる
。エンジンＥＣＵ２１、ＣＶＴＥＣＵ２２、ＡＢＳＥＣＵ２３、ＥＰＳＥＣＵ２４および
アイドルストップＥＣＵ２５は、ＣＡＮ（Controller Area Network）通信プロトコルに
よる通信を相互に行うことができる。
【００３２】
　エンジンＥＣＵ２１には、エンジン２が制御対象として接続されている。
【００３３】
　ＣＶＴＥＣＵ２２には、無段変速機４が制御対象として接続されている。
【００３４】
　ＡＢＳＥＣＵ２３には、ＡＢＳアクチュエータ１０が制御対象として接続されている。
また、ＡＢＳＥＣＵ２３には、各車輪の回転速度（車輪速）を検出するための車輪速セン
サ２６、マスタシリンダ（図示せず）の液圧を検出するための液圧センサ２７およびブレ
ーキペダル（図示せず）が踏み込まれているか否かを検出するためのブレーキスイッチ２
８が接続されている。ＡＢＳＥＣＵ２３は、車輪速センサ２６から入力される検出信号に
基づいて、各車輪の車輪速を演算し、たとえば、各車輪速の平均値を車速（車体速）とし
て取得する。また、ＡＢＳＥＣＵ２３は、液圧センサ２７から入力される検出信号に基づ
いて、マスタシリンダの液圧を取得する。ブレーキスイッチ２８は、たとえば、ブレーキ
ペダルが踏み込まれた状態でオンになり、ＡＢＳＥＣＵ２３は、ブレーキスイッチ２８か
ら入力されるオン／オフ信号に基づいて、ブレーキペダルが踏み込まれているか否かを判
定する。
【００３５】
　ＥＰＳＥＣＵ２４には、電動パワーステアリング装置７のモータ８が制御対象として接
続されている。また、ＥＰＳＥＣＵ２４には、ステアリング機構９のステアリングホイー
ルに加えられている操舵トルクを検出するためのトルクセンサ２９が接続されている。Ｅ
ＰＳＥＣＵ２４は、トルクセンサ２９から入力される検出信号に基づいて、操舵トルクを
取得する。
【００３６】
　アイドルストップＥＣＵ２５には、リレー１２が制御対象として接続されている。アイ
ドルストップＥＣＵ２５により、アイドルストップ機能のための制御（アイドルストップ
制御）が実行される。アイドルストップ制御のために、アイドルストップＥＣＵ２５には
、エンジンＥＣＵ２１からエンジンの回転数などの情報が入力され、ＡＢＳＥＣＵ２３か
ら各車輪の車輪速、車速、マスタシリンダの液圧およびブレーキペダルが踏み込まれてい
るか否かの情報が入力され、ＥＰＳＥＣＵ２４から操舵トルクが入力される。
【００３７】
　ＥＰＳＥＣＵ２４から入力される操舵トルクは、アイドルストップＥＣＵ２５のメモリ
の所定領域にＦＩＦＯ（First In First Out）方式で記憶される。これにより、アイドル
ストップＥＣＵ２５のメモリには、現時点から所定時間（たとえば、１秒間）遡った時点
までの期間にＥＰＳＥＣＵ２４から入力された操舵トルクが保持されている。
【００３８】
　図２は、アイドルストップ制御の流れを示すフローチャートである。
【００３９】
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　アイドルストップ制御では、アイドルストップＥＣＵ２５により、所定の自動停止条件
が成立しているか否かが繰り返し判断される（ステップＳ１）。自動停止条件は、たとえ
ば、車速が９ｋｍ／ｈ以下であり、かつ、マスタシリンダの液圧（ブレーキ液圧）が０．
４ＭＰａ以上であるという条件である。
【００４０】
　自動停止条件が成立すると（ステップＳ１のＹＥＳ）、アイドルストップＥＣＵ２５に
より、アイドルストップＥＣＵ２５のメモリに設けられたＩＤＳ禁止フラグがオフである
か否かが判定される（ステップＳ２）。ＩＤＳ禁止フラグは、エンジン２のアイドルスト
ップが禁止されているか否かを表すフラグである。
【００４１】
　ＩＤＳ禁止フラグがオンである場合には（ステップＳ２のＮＯ）、自動停止条件が成立
しているか否かが再び判断される（ステップＳ１）。
【００４２】
　自動停止条件が成立し、かつ、ＩＤＳ禁止フラグがオフであれば（ステップＳ２のＹＥ
Ｓ）、アイドルストップＥＣＵ２５からエンジンＥＣＵ２１にエンジン停止指令が出力さ
れ、エンジンＥＣＵ２１により、エンジン２が停止される（ステップＳ３）。
【００４３】
　このエンジン２の停止中は、アイドルストップＥＣＵ２５により、所定の再始動条件が
成立したか否かが繰り返し判断される（ステップＳ４）。再始動条件は、たとえば、ブレ
ーキペダルから足が放されたという条件である。
【００４４】
　ブレーキペダルから足が放されて、再始動条件が成立すると（ステップＳ４のＹＥＳ）
、アイドルストップＥＣＵ２５により、リレー１２がオンされる。リレー１２がオンされ
ると、スタータ５によるクランキングを経て、エンジン２が始動し（ステップＳ５）、ア
イドルストップ制御が終了となる。
【００４５】
　図３は、ＩＤＳ禁止フラグ設定処理の流れを示すフローチャートである。図４は、操舵
トルクおよびＩＤＳ禁止フラグの状態の変化の一例を示す図である。
【００４６】
　アイドルストップ制御と並行して、アイドルストップＥＣＵ２５により、ＩＤＳ禁止フ
ラグ設定処理が繰り返し実行される。
【００４７】
　ＩＤＳ禁止フラグ設定処理では、まず、ＥＰＳＥＣＵ２４から入力される操舵トルク、
つまりステアリング機構９のステアリングホイールに加えられている操舵トルクが所定の
ＩＤＳ禁止トルク閾値（第１トルク閾値）以上であるか否かが繰り返し判断される（ステ
ップＳ１１）。ＩＤＳ禁止トルク閾値は、たとえば、０．５Ｎ・ｍに設定されている。
【００４８】
　ＩＤＳ禁止トルク閾値以上の操舵トルクがステアリングホイールに加えられると（ステ
ップＳ１１のＹＥＳ）、アイドルストップＥＣＵ２５のメモリに設けられたＩＤＳ禁止フ
ラグがオン（ＩＤＳ禁止フラグに１が設定）される（ステップＳ１２、時刻Ｔ１）。
【００４９】
　その後、ＥＰＳＥＣＵ２４から入力される操舵トルクが取得され、操舵トルクが所定の
ＩＤＳ許可トルク閾値（第２トルク閾値）未満に低下したか否かが繰り返し判断される（
ステップＳ１３）。ＩＤＳ許可トルク閾値は、たとえば、ＩＤＳ禁止トルク閾値と同じ値
に設定されている。
【００５０】
　操舵トルクがＩＤＳ許可トルク閾値未満に低下すると（ステップＳ１３のＹＥＳ、時刻
Ｔ２）、その時点からの経過時間（操舵トルクがＩＤＳ許可トルク閾値未満である状態が
継続している時間）の計測が開始される。そして、その計測された時間が後述するディレ
イ時間設定処理によって設定されたディレイ時間（継続時間）に達したか否かが判断され
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る（ステップＳ１４）。
【００５１】
　操舵トルクがＩＤＳ許可トルク閾値未満である状態がディレイ時間にわたって継続する
までは（ステップＳ１４のＮＯ）、操舵トルクがＩＤＳ許可トルク閾値より小さいか否か
が再び判断される（ステップＳ１３）。
【００５２】
　操舵トルクがＩＤＳ許可トルク閾値未満である状態がディレイ時間にわたって継続する
前に、操舵トルクがＩＤＳ許可トルク閾値以上に上昇すると（ステップＳ１３のＮＯ、時
刻Ｔ３）、それまでに計測されている時間が０にクリアされる（ステップＳ１５）。その
後は、操舵トルクがＩＤＳ許可トルク閾値未満に低下したか否かが繰り返し判断される（
ステップＳ１３）。
【００５３】
　そして、操舵トルクがＩＤＳ許可トルク閾値未満に低下し（時刻Ｔ４）、その状態がデ
ィレイ時間にわたって継続すると（ステップＳ１４のＹＥＳ）、ＩＤＳ禁止フラグがオフ
（ＩＤＳ禁止フラグに０が設定）される（ステップＳ１６、時刻Ｔ５）。
【００５４】
　図５は、ディレイ時間設定処理の流れを示すフローチャートである。図６は、操舵トル
クとディレイ時間との関係を示す図である。
【００５５】
　アイドルストップ制御中、アイドルストップＥＣＵ２５により、ディレイ時間設定処理
が繰り返し実行される。
【００５６】
　ディレイ時間設定処理では、ＥＰＳＥＣＵ２４から入力される操舵トルクがＩＤＳ許可
トルク閾値未満であるか否かが繰り返し判断される（ステップＳ２１）。
【００５７】
　操舵トルクがＩＤＳ許可トルク閾値未満に低下すると（ステップＳ２１のＹＥＳ）、ア
イドルストップＥＣＵ２５のメモリに記憶されている操舵トルクの履歴、つまり現時点か
ら所定時間遡った時点までの期間にメモリに書き込まれた操舵トルクが読み出される（ス
テップＳ２２）。
【００５８】
　そして、その操舵トルクの履歴に基づいてディレイ時間が設定される（ステップＳ２３
）。具体的には、メモリから読み出された操舵トルクの履歴の平均値が算出される。そし
て、図６に示される操舵トルク（履歴の平均値）とディレイ時間との関係に基づいて、操
舵トルクの履歴の平均値に応じたディレイ時間が設定される。操舵トルクとディレイ時間
との関係は、アイドルストップＥＣＵ２５のメモリに記憶されており、たとえば、操舵ト
ルクが０．５Ｎ・ｍおよび１．０Ｎ・ｍであるときに、ディレイ時間がそれぞれ３秒間お
よび５秒間に設定され、操舵トルクが０．５Ｎ・ｍ以上の範囲で、操舵トルクが大きいほ
ど、ディレイ時間が３秒間から単調に増大するように定められている。
【００５９】
　こうしてディレイ時間が設定されると、ディレイ時間設定処理が終了となる。
【００６０】
　以上のように、所定の自動停止条件（車速が９ｋｍ／ｈ以下で、かつ、マスタシリンダ
の液圧が０．４ＭＰａ以上）が成立すると、エンジン２が自動停止される。たとえば、ア
イドルストップ車１が交差点の手前で直進横断待ちのために停止しているときに、自動停
止条件が成立し、エンジン２が自動停止（アイドルストップ）されることにより、燃料の
無駄な消費を抑えることによる燃費の向上を図ることができる。
【００６１】
　トルクセンサ２９により、ステアリング機構９（ステアリングホイール）に加えられた
操舵トルクが検出される。トルクセンサ２９によって検出される操舵トルクがＩＤＳ禁止
トルク閾値以上である場合に、エンジン２の自動停止が禁止される。たとえば、交差点に
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おける右左折待ちのための停車は、アイドルストップ車１の即時発進が要求される状況で
の停車である。アイドルストップ車１が交差点で右左折待ちのために停止しているときに
は、ステアリング機構９が左右一方に切り込まれ、その状態を保持するために、そのステ
アリング機構９にＩＤＳ禁止トルク閾値以上の操舵トルクが加えられることが多い。この
とき、エンジン２の自動停止が禁止されることにより、右左折可能な状況になったときに
、アイドルストップ車１を速やかに発進させて右左折を完了させることができる。
【００６２】
　また、エンジン２の自動停止が禁止されている状態で、トルクセンサ２９によって検出
される操舵トルクがＩＤＳ許可トルク閾値未満に低下した場合に、その自動停止の禁止が
直ちには解除されず、操舵トルクがＩＤＳ許可トルク閾値未満である状態がディレイ時間
にわたって継続した後、自動停止の禁止が解除される。これにより、自動停止条件が成立
する直前にステアリングホイールに操舵トルクが偶然に加えられていなかったが、交差点
での右左折前や駐車場内での走行中など、エンジン２の自動停止が望ましくない状況下で
あるときに、エンジン２が自動停止されることを防止できる。
【００６３】
　そして、エンジン２の自動停止が望ましくない状況下におけるエンジン２の自動停止を
防止するために、舵角センサを必要としないので、舵角センサを追加して設けることによ
るコストアップを回避することができる。
【００６４】
　また、アイドルストップ車１には、電動パワーステアリング装置７が搭載されており、
電動パワーステアリング装置７に付随して、トルクセンサ２９が備えられている。そのた
め、アイドルストップ車１では、そのトルクセンサ２９を利用して、エンジン２の自動停
止が望ましくない状況下におけるエンジン２の自動停止を防止することができる。よって
、アイドルストップ車１では、コストの低減効果をより顕著に発揮することができる。
【００６５】
　ディレイ時間は、トルクセンサ２９によって検出される操舵トルクがＩＤＳ許可トルク
閾値未満に低下した時点から遡った所定時間内にトルクセンサ２９によって検出された操
舵トルクに基づいて、その操舵トルクの値が大きいほど長い時間に設定される。
【００６６】
　この構成によれば、操舵トルクがＩＤＳ許可トルク閾値未満に低下してからエンジン２
の自動停止の禁止が解除されるまでのディレイ時間をステアリング機構９の操作状況に応
じた適切な時間に設定することができる。たとえば、修正操舵などの小操舵時には、ディ
レイ時間が短い時間に設定されるので、エンジン２の自動停止が必要以上に禁止されるこ
とを防止できる。一方、ステアリング機構９の積極的な操作による操舵時には、ディレイ
時間が長い時間に設定されるので、エンジン２の自動停止が望ましくない状況下における
エンジン２の自動停止を防止することができる。
【００６７】
　以上、本発明の一実施形態を説明したが、本発明は、さらに他の形態で実施することが
できる。
【００６８】
　たとえば、前述の実施形態においては、アイドルストップＥＣＵ２５のメモリに記憶さ
れた所定時間内の操舵トルクの履歴の平均値に基づいて、ディレイ時間が設定されるとし
た。これに代えて、所定時間内の操舵トルクの履歴の最大値に基づいて、その最大値が大
きいほど、ディレイ時間が長い時間に設定されてもよい。ただし、ディレイ時間が操舵ト
ルクの平均値に基づいて設定される構成では、トルクセンサ２９から出力される信号に混
入するノイズの影響を排除することができる。
【００６９】
　また、所定時間内の操舵トルクの時間変化率（微分値）に基づいて、ディレイ時間が設
定されてもよい。たとえば、その時間変化率が大きいほど、ディレイ時間が長い時間に設
定されてもよい。
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【００７０】
　また、ＩＤＳ許可トルク閾値がＩＤＳ禁止トルク閾値と同じ値（たとえば、０．５Ｎ・
ｍ）に設定されているとしたが。ＩＤＳ禁止トルク閾値とＩＤＳ許可トルク閾値とが互い
に異なる値であってもよい。たとえば、ＩＤＳ許可トルク閾値は、ＩＤＳ禁止トルク閾値
よりも小さくてもよい。
【００７１】
　さらにまた、アイドルストップの自動停止条件として、車速９ｋｍ／ｈ以下で、かつ、
ブレーキ液圧（マスタシリンダの液圧）が０．４ＭＰａ以上であることとしたが、自動停
止条件は、必ずしもこの条件に限定されない。
【００７２】
　その他、前述の構成には、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を
施すことが可能である。
【符号の説明】
【００７３】
　１　　アイドルストップ車（車両）
　２　　エンジン（駆動源）
　９　　ステアリング機構（ステアリングホイール）
　２５　アイドルストップＥＣＵ（自動停止手段、禁止手段、禁止解除手段、継続時間設
定手段）
　２９　トルクセンサ

【図１】 【図２】
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